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市
長
杯
争
奪

　
　
　
　

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

と　

き　

６
月
4
日
㈯

　
　
　
　

午
前
９
時

と
こ
ろ　

市
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

対　

象　

市
内
在
住
者
で
構
成

　
　
　
　

す
る
９
人
制
の
女
子

　
　
　
　

チ
ー
ム

費　

用　

１
０
０
０
円

申
込
期
限　

５
月
20
日
㈮

　

申
し
込
み
な
ど
詳
し
く
は
、

八
街
市
家
庭
婦
人
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
連
盟
斉
藤
聡
子
☎
４
４
２
│

４
４
２
５
へ
。

平
成
23
年
度

　
　

調
理
師
試
験
準
備
講
習
会

　

平
成
23
年
度
の
調
理
師
試
験

を
受
験
さ
れ
る
方
を
対
象
と
し

た
、
調
理
師
試
験
準
備
講
習
会

を
行
い
ま
す
。

と　

き　

７
月
５
日
㈫

　
　
　
　

午
前
９
時
〜

　
　
　
　
　
　

午
後
５
時
30
分

と
こ
ろ

　

四
街
道
市
文
化
セ
ン
タ
ー

　

申
し
込
み
な
ど
詳
し
く
は
、

印
旛
保
健
所
管
内
調
理
師
会
☎

４
８
３
│
２
９
１
１
へ
。

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
講
座

　

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
は
、
心

の
豊
か
さ
を
育
む
と
い
わ
れ
、

幼
稚
園
や
学
校
な
ど
で
も
取
り

入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
集
団
の
子
ど
も

た
ち
に
対
す
る
読
み
聞
か
せ
の

方
法
や
、
絵
本
の
選
び
方
に
つ

い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

と　

き　

６
月
９
日
㈭
・
16
日

　
　
　
　

㈭
（
全
２
回
講
座
）

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

11
時
30
分

と
こ
ろ　

市
図
書
館

対　

象　

成
人
（
市
内
在
住
・

　
　
　
　

在
勤
者
優
先
）

費　

用　

無
料

定　

員　

15
人
（
申
込
順
）

※
小
さ
い
お
子
さ
ん
は
、
別
室

で
お
預
か
り
し
ま
す
。
（
定
員

５
人
、
5
月
29
日
ま
た
は
定
員

に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

　

詳
し
く
は
、
市
図
書
館
☎
４

４
４
│
４
９
４
６
へ
。

犬
の
登
録
や
狂
犬
病
予
防
注
射

の
接
種
を
忘
れ
て
ま
せ
ん
か

　

生
後
91
日
以
降
の
犬
は
、
狂

犬
病
予
防
法
で
生
涯
１
度
の
登

録
と
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注

射
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
迷
い
犬
を
保
護
し
た

と
き
な
ど
は
、
登
録
時
に
お
渡

し
す
る
鑑
札
や
予
防
注
射
時
に

お
渡
し
す
る
注
射
済
票
で
、
飼

い
主
の
方
を
検
索
・
断
定
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
鑑
札
な

ど
が
つ
い
て
い
な
い
犬
が
最
近

多
数
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
切
な
愛
犬
を
狂
犬
病
な
ど

か
ら
守
る
た
め
に
も
、
犬
の
登

録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
は
必
ず

行
い
、
鑑
札
、
注
射
済
票
を
犬

に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
環
境
課

☎
４
４
３
│
１
４
０
６
へ
。

第
16
回
八
街
市
民
音
楽
祭
を
延

期
し
ま
す

　

５
月
15
日
㈰
に
開
催
予
定
で

し
た
市
民
音
楽
祭
は
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
る
会
場
の
損
壊
に

よ
り
、
延
期
し
ま
す
。
（
延
期

後
の
期
日
は
未
定
で
す
）

　

詳
し
く
は
、
市
教
育
委
員
会

社
会
教
育
課
☎
４
４
３
│
１
４

６
４
へ
。

軽
自
動
車
税
減
免
申
請
は　
　

　
　
　
　
　
　

毎
年
必
要
で
す

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病

者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
交
付

を
受
け
て
い
る
方
と
生
計
を
一

緒
に
し
て
い
る
方
は
、
軽
自
動

車
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

こ
の
減
免
申
請
は
、
毎
年
申

請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

平
成
23
年
度
分
軽
自
動
車
税
の

減
免
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
５

月
24
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。  　

　

た
だ
し
、
障
害
の
内
容
な
ど

に
よ
り
、
減
免
で
き
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
平
成
23
年
度
軽
自
動
車
税
納

　

税
通
知
書

・
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

・
運
転
免
許
証

・
印
鑑

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
課
税
課

☎
４
４
３
│
１
１
１
６
へ
。

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

平
成
23
年
中
に
建
築
さ
れ
た

家
屋
に
つ
き
、
随
時
、
家
屋
調

査
に
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
家
屋
を
取
り
壊
し
さ

れ
た
際
に
は
、
ご
連
絡
を
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
役
所
課
税
課
☎

４
４
３
│
１
１
１
６
へ
。

冷
蔵
倉
庫
の
評
価
の
見
直
し
が

変
わ
り
ま
す

　

冷
蔵
倉
庫
（
保
管
温
度
が
10

℃
以
下
に
保
た
れ
る
倉
庫
）
を

所
有
さ
れ
て
い
る
方
は
、
評
価

基
準
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
市
役
所
課
税
課
☎

４
４
３
│
１
１
１
６
へ
。

食
品
衛
生
講
習
会
な
ら
び
に
検

便
を
実
施
し
ま
す

と  
き　

６
月
９
日
㈭

・
検
便
受
付　

午
後
０
時
30
分

　
　
　
　
　
　
　

〜
１
時
50
分

・
講
習
会　

午
後
２
時
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

３
時
50
分

と
こ
ろ　

市
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

講
習
会
受
講
対
象
者

・
食
品
営
業
関
係
者

・
食
品
衛
生
責
任
者

検
便
対
象

　

施
設
に
従
事
す
る
方
全
員
（
パ

　

ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
も
含
む
）

持
ち
物　

食
品
衛
生
自
主
管
理

　
　
　
　

記
録
簿
、
検
便
、
筆

　
　
　
　

記
用
具

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
環
境
課

☎
４
４
３
│
１
４
０
６
へ
。

５
月
・
６
月
は
、
赤
十
字
運
動

月
間
で
す
〜
人
間
を
救
う
の
は
、

人
間
だ
〜

　

日
本
赤
十
字
社
千
葉
県
支
部

は
、
人
道
の
原
則
の
も
と
国
内

の
災
害
時
の
救
護
、
国
外
の
紛

争
・
災
害
・
病
気
な
ど
で
苦
し

む
人
々
へ
の
救
護
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
人
道
的
活
動
は
、

皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
善
意

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

活
動
資
金
へ
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
日
本
赤
十
字
社

千
葉
県
支
部
☎
２
４
１
│
７
５

３
１
へ
。

中
途
失
聴
者
・
難
聴
者
の
た
め

の
手
話
学
習
会
・
手
話
サ
ロ
ン

○
手
話
学
習
会

と　

き　

５
月
７
日
㈯

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４
時

と
こ
ろ　

佐
倉
市
中
央
公
民
館

費　

用　

無
料

※
た
だ
し
、
初
め
て
の
方
の
み
、

テ
キ
ス
ト
代
１
０
０
０
円
。

○
手
話
サ
ロ
ン

と　

き　

５
月
20
日
㈮

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４
時

と
こ
ろ

　

酒
々
井
町
社
会
福
祉
協
議
会

費　

用　

無
料

　

詳
し
く
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
千
葉
県

中
途
失
聴
者
・
難
聴
者
協
会
印

旛
香
取
事
務
所
事
務
局
板
倉
☎

０
９
０
│
５
３
０
２
│
０
３
８

５
、　

４
６
１
│
６
５
３
３
へ
。

み
ん
な
の
広
場

み
ん
な
の
広
場

お
知
ら
せ

催
し
・
講
座

伝
言
板

教育施設の夜間利用を
一部再開します

　夜間利用を中止していた教育施設は、
節電を考慮して、５月１日から、次の
ように再開します。
中央公民館（☎４４３－３２２５）
　毎月第１・３・５　火～日
※大会議室は地震により施設が破損し
たため、当分の間使えません。
スポーツプラザ（☎４４３－８００３）
　毎週　金・土・日および祝祭日
・野球場　午後６時まで
・テニスコート　午後７時まで
・弓道場　午後７時まで
※夜間の照明設備は使用できません。
学校体育館（☎４４３－８００３）
　毎月第１・３・５　日・火・木・土
　毎月第２・４　　　月・水・金
図書館（☎４４４－４９４６）
　毎週金曜日のみ　午後７時まで
　詳しくは、各施設へお問い合わせく
ださい。


